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◎20歳になったら国民年金に加入
　国民年金は、病気またはけがで障害が残ったときや
老後など、収入が得られにくい時期の生活を公的に支
援する制度です。
　国内に住所がある20～ 59歳の方は加入が義務付け
られており、20歳になると、日本年金機構から「基礎
年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」が送付さ
れます（厚生年金や共済組合の加入者とその配偶者を
除く）。
　令和６年度の保険料は月額１万6980円です。納め忘
れがあると将来の受給額が減額されますので注意して
ください。経済的な理由で保険料の納付が困難な方に
は、納付が免除（全部または一部）・猶予される制度が
あります。また、学生で納付できない方には、納付が
猶予される学生納付特例制度があります。希望する方
は、市役所年金係または東部出張所で申請してくださ
い（いずれも所得制限あり）。
☆詳しくは、年金係へ。
◎障害のある方には
　20歳になる前の病気やけがが原因で、20歳に達した
ときに一定程度の障害のある方は、請求により障害基

礎年金が受けられます。
　なお、本人に所得があるときは、その金額に応じて
支給が制限される場合があります。
☆詳しくは、年金係へ。
◎老齢年金を受けている方に源泉徴収票を送付
　日本年金機構から、令和６年中の年金の支払総額や
源泉徴収税額などを記載した「公的年金等の源泉徴収
票」が１月下旬に送付されます。所得税や市・都民税
の申告をする際に必要ですので、大切に保管してくだ
さい。
　なお、障害年金や遺族年金などは課税対象ではない
ため、源泉徴収票は送付されません。
☆詳しくは、ねんきんダイヤル☎0570-05-1165、また
は、立川年金事務所☎042-523-0352へ。
◎国民年金保険料案内業務の民間委託
　日本年金機構では、保険料を納め忘れている方への
電話・文書による納付案内の業務について、次の民間
事業者に委託しています。
◇ 事業者　株式会社バックスグループ☎0800-808-
7000
☆詳しくは、立川年金事務所☎042-523-0352へ。

税についての作文・標語の入賞者を決定税についての作文・標語の入賞者を決定
　市内の中学生が応募し、審査の結果、次の方が入賞
しました。
◎税についての作文
＊昭島市長賞＝倉賀野 綸さん（昭和中３年）
＊昭島市教育長賞＝富澤彩菜さん（拝島中３年）
＊立川都税事務所長賞＝吉田芽依さん（拝島中３年）
＊ 多摩納税貯蓄組合連合会優秀賞＝櫻井風彩子さん
（瑞雲中１年）
◎税の標語
＊昭島市長賞＝小関 蓮さん（多摩辺中１年）
＊昭島市教育長賞＝米山 葵さん（拝島中１年）

＊立川間税会長賞＝藥袋慎之助さん（福島中１年）
＊ 全国間税会総連合会入賞＝林 湊都さん（福島中１
年）
＊ 東京国税局間税会連合会入賞＝茂木雷人さん（瑞雲
中１年）
◎受賞作品のパネル展を開催
◇ 日時　１月６日（月）～９日（木）の午前８時30分～午
後５時15分（９日は午後４時まで）
◇場所　市役所市民ロビー
☆詳しくは、教育総務課庶務係へ。
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